
救急医療等の予算補助事業  中医協 診－1－6  

2 1  7． 8  

○政策目的に照らして、地域において必要な医療提供体制の構築を促す観点から、奨励的  
な予算補助事業（施設・設備整備費、運営費、人材確保等）を実施  

○さらに、救急医療、小児救急医療、へき地医療等の医療提供体制確保に係る費用で、診  
療報酬でまかないきれない不採算部分等について、予算補助事業を実施  

救急医療等の医療体制に係る  
現状と課題について   

遵旦羞  
・救命救急センター  

・ドクターヘリ導入促進事業  

・管制塔機能を担う病院  
・共同利用型病院  
・救急医療情報センター  
・総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医  
療センター   

■ 小児救急医療拠点病院  
・小児初期救急センター  

・小児救急医療支援事業 等  

施投・設備整備♯  
・救命救急センター  

・病院群輪番制病院、共同利用型病院  
・休日夜間急患センター  

・総合周産期母子医療センター、地域周産期母  
子医療センター  
小児救急医療拠点病院  
小児初期救急センター 等  
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厚生労働省医政局指導課  
人材確保   

t 救急勤務医支援事業  

・救急医療トレーニングセンター運営事業  

・救急医療専門領域医師研修事業  
・産科医等確保支援事業  
・ヘリコプター等添乗医師等確保事業 等  

豊里地  
，救急患者受入コーディネーター事業  

・救急救命士病院実習受入促進事業  
小児救急電言古相談事菓 等  

救急医療の確保のための主な施策  

救急医療等の体系図  救 急 医 療  
医師等の医療従事者  
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救急救命士痍恍実習受入促進  
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救急動機医支接事業  

救急患者受入コーディネーター確保儀欄  
救急医薇書n領ヰ医師研♯事業  
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診療所での夜Ⅷ尊の診療を新たに辞Ⅵ   
楕神科疾患への診療の大幅な加算  

】芦卒中対策として、t－PAによる趨急性期の治療の評価  

勤務医負担軽減策の具体的な汁匿を評価  （入院時医学管理加算（再掲））  

児札内科．整形外科、及び脳神経外  
産臥小 科に係る人虎医療を提供している病抗の絆囁      く入快晴医攣℡理加算〉  

医師事梼作＃補助体制加算の斬設  

（産栴）妊産婦R急搬送人扶加算の新設  

（産科）ハイリスク妊農相の入戌管理を押¢  

（小児）疇欄外専の外来医療の押瘡  （小児）超量虎児・準超1虎児人虎鯵療加算の引ぎ上げ  

急性期撞の入焼損糀の絆傭（亜急性期入院医療一種料2の新設）  

敷島外来専で死亡した点者を入伐と見なし入院料事を騨缶   



周産期医療の確保のための主な施策  
救急医療等に係る  課題と必要と考えられる評価  周産期医療  

正賞分娩   医師等の医療従事者      地域周産期母子医療センター！総合原産期母子医療センター   

用度鼎蓬療に係る医療連携体制モ東根＝医■計習の策定  

消防胤＝1づく救急搬送■受入ルールの策定  
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院内助産断の鰻■事、戦塵師の渚網への支性  

塵朴小児閏医療体¶の瑚化・1点化への支緩  

妊嬉・出座をサボー十ナる兼官的なn附こ対する勤成  

医療リスクに対する天媒体桝の量■   

隼   
l（新設・拡大・引上いイリスク経度岬に嗣入峡瞥環の抒匹  

（ホ拉・拡大）ハイリスク蛙塵嬢に篠る医療違横の押価  】（ポ娘朋餌捏冊の－  
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¶チト出口の甲垂□  

・後方病床との連携不足  
・在宅医療との連携不足  

救急医横の隅要増加  救急患者受入体制の不足  

・救急搬送件数の増加  
■地域の搬送・受入ルールが不明確  
・管制塔機能やコーディネーター機能  
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・救急医療機関の減少  
・勤務医の疲弊  

二・分娩施設の減少  
二・NICUの不足  

・産科医・小児科医の不足・疲弊  

；・重篤な小児救急患者の受入体制の  

：不足  

後方病床（回復期治療室、一般  
小児病床等）の対応能力の不足  

：・病院間搬送の体制不足  

必重と考えられる評値   

円滑な搬送・受入体制の構築  
；→地域の搬送■受入ルールに協  

力する救急医僚機関を評価  

救急医薇欄朋への支捜  
→確実に患者を受け入れる救急医療健関を評価  
→実績に応じて救命救急センター・二次救急医僚機   
関や同産期母子医療センターを評価  

→救急医療に参加する診療所を評価  
→小児の救命救急医環を担う医療機関を評価  
→小児の集中治療・専門的医療を提供する小児集   
中治療室を評価  

後方病床・在宅慮暮の機舵強イヒ  
→後方病床の手厚い配置を評価  
→在宅療養者への診療支援を評価  

地域の医療機朋専との連携強化  
→救命救急センター・二次救急医僚機関と支援医療機関や在宅医療との連携を評価  
→周産期母子医療センターと分娩施設や在宅医環との連携を評価  
？母体・新生児の施設間搬送を担う医師等の活動を評価  

救急医膚を掩う医師の勤務環境の改善  
→医師の処遇改善の取組を評価，実績に応じた医師への手当支給を評価  

小児救急医療の確保のための主な施策  

1－1．救急医療体制の現状   



救急出場件数及び搬送人員の推移  救急医療体制の整備状況の推移  

救急搬送件数は、この10年間で約1．5倍の年間約500万件まで急速に増加。  

（各年3月31日時点）  

16年   17年   18年   19年   20年   

三次救急  
（救命緻急）   

170   178   189   201   208   

入院を要する救急医療  
施設  3．253   

二次救急  
3．238   3．214   3．153   3．175  

（入院を要する  

救急）  

（地区致）   （403）   （411）   （411）   （408）   （405）   

休日夜間急患セント  
（施設数）   

510   512   508   511   516  
一次救急  

（初期救急〉                在宅当番医制  

（実施地区数）   
683   877   666   854   641   
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（厚生労働省区政局調べ）  

l  

「救急・救助の現況」（舷梯省消防庁）  

I I ●  

（注）1平成10年以降の救急出場件数及び搬送人見についてはヘリコプター出払分を含む．  
2 各年とも1月から12月までの数値である．  

9  

診療科別医師数の推移  

医師の総数は増加しているものの、医師が減少傾向にある診療科もある。  
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中等症   王症  0  軽症    中等症    王痘  

平成9年中  

軽症   中等症   重症  

査E由  
小児   成人   高齢者  

全体         （18歳未満）  （18歳－64慮）  （65歳以上）   

1．2万人   13．6万人   32．8万人  

重症          0．7万人減  2．5万人減  7．9万人増  

－37％   －16，t   ＋31Iも   

10万人   6ユ．ユ万人   1叶2万人 

中等症  
＋17％   十9％   十川8％ 

37．ユ万人   1ユ3．9万人   8ヱ．1万人二 て  

軽症          9．1万人増  28．2万人増  48．7万人 

＋32％   ＋26％   ＋＝5％   

全休  小児  成人  高齢者  王症  1．9万人  16．1万人  24，9万人  中等症  8．5万人  57．7万人  畠1．4万人  軽症  28．2万人  105．丁万人  33，4万人   平成6年   8年  10年  12年  14年  16年  18年  

※ 平成18年より研体医の分頸が創設  
され、従来の独立した診療科から移  
行した医師もいるため、それ以前と  
のヰ純な比般はできない．  

12   
（出典）医師・歯科医師・薬剤師調査  

「救急・救助の現況」（総務省消防庁）のデータを基に分析したもの  

J．．  



病院勤務医の勤務状況  

図表1101か月あたり平均当直回数（医師）  

回  
0．00 1．M  2．DO  3叩  ヰ．00  500  6．00  7．00  

図表106 診療科別 直近1週間の実勤務時間（平均）  

88  時間         20．0    40．0    弧D    800    ‖）00  

全体（解3895）  

内科（【二1030）  

精神科（畔92）  

小児科（nニ358）  

外科（〔二590）  

脳神経外科（∩＝217）  

整形外科（∩＝372）  

産軒産婦人科（ポ329）  

救急頼【＝86）  

その他（∩＝＝）  

診療科不明（『g）  

1－2．周産期医療体制の現状  

「病院勤務医の負担軽減の実態調査報告書（案）」（平成21年4月22日中央社金環険医療協議会・診療報酬改定結果検き正部会資料）  

消防法の一部を改正する法律の概要（平成21年5月1日公布）  

○ 傷病者の搬送及び受入れを円滑に行うことが、傷病者の救命率の向上や後遺症の軽減等の観点か   
ら、重要な課題。このため、消防法を改正し、都道府県において、医療機関、地域の医師会、消防機関   
等が参画する協議会を設置し、地域の搬送・受入ルールを策定することとしたところ。  
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ずメ  
④救急医療  ③救急搬送  

＜搬送■受入ルール＞  

①晰  

②消防機関が傷病者の状況を確認し、①のリストの中か   

ら搬送先医療機関を選定するためのルール  

（∋消防機関が医療機関に対し傷病者の状況を伝達する   

ためのルール  

④搬送先医抑三  傷ホ巷を受け入れる医療機関を確保するためのルール  

都道府県において、医療機関、地域の医師会、  

消防機関等が参画する協言義会を設置し、地域  

の搬送・受入ルールを策定  

地域の搬送・受入ルールの策定  

搬送・受入の調査・分析  総務大臣  
厚生労働大臣  ※胚存のメディカルコントロール協嬢余事の活用を想定  

16   医授機関は、搬送・受入ルールを  消防捜関は、搬送・受入ルールを   ※ N】CU：新生児集中冶膚管理室  

MFICU：母体・胎児集中冶療管理室  
めるものとする  J施行期日：公布の日から6月以内の政令で定める日  



総合周産期母子医療センター数、  

地域周産期母子医療センター数の推移  
出生数及び出生時体重2，500g未満の出生割合の推移  

この20年で、出生数は横ばい・減少となっているが、低出生体重児の割合が増加している。  

総合周産期母子医療センターの推移   地域周産期母子医療センターの推移  
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（厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課調べ）  
厚生労働省「人甘動態統計」  

分娩施設数の推移  新生児集中治療室（NICU）数、  
母体・胎児集中治療室（MFICU）数の推移  

平成8年  平成11年  平成14年  平成17年  

厚生労働省「医療施設調査J   
こ」  



母体及び新生児の搬送受入れ  1～4歳児の死亡率の国際比較  

○ 約8割の総合周産期母子医療センターにおいて、新生児集中治療管理室（NICU）の病   

床利用率が90％超。母体・新生児の搬送受入れが困難である理由として、「NICU満床」   

と回答したセンターは9割を超えている。  

○我が国は、乳児死亡率は低いにも関わらず、1－4歳児死亡率は高く、他の国と異なる  
状況にある。 ※乳児死亡率（生針年末溝の死亡の出生1．000に対する比率）  

乳児死亡率とト4歳児死亡率の関係  ト4歳児死亡率の国際比較  

「周産期医療に係る実態調査（平成20年10月実施）」結果にみる現状について  

N【CU病床利用率について  

（総合周産期母子医療センター19年度実績）  
母体及び新生児搬送受入ができなかった理由について   

（総合周産期母子医療センター19年度実績）  
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理 由  NICU  MFICU  診察可能  その他   満床  満床  医師不在   

センター数  49   1Z   30   

割合（％）※  92．5Ii  58．5，（  22．6Ii  56．6†i   

理 由  N王CU  診察可能  その他   満床  医師不在  センター数  ヨ 41  岳 5  12i  割合（％）※  9γ6！i  11．9Il  28．51   
乳児死亡率（対1000出生）   ※回答センター赦に対する割合  

出典）厚生労恥科学研究「新生児関連疾患が玩が囲の幼児死亡に与える貫之軌主任研究者池田智明個立循環器病センター）  （厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保隠課儲べ）  

小児救急医療体制の整備状況  

救命救急センターの小児救急専門病床数  小児専門病院の小児集中治療室の病床数  

（平成19年12月1日現在）  （平成20年3月31日現在）  

救命救急センター運営病床数  

施設名  
総数   小児救急専門病床  

（床）   （床）   

A   36   6   

8   30   

C   42   6   

D   32   2   

E   31   2   

F   30   2   

合計6施設   201床   19床   

小児集中治療室   
病床数  

小児集中治療室の病床の内訳  施設数  

（致）        術後由 （床）  重症・ 救急用 （床）   

術後患者用病床のみ有リ   3  16  0   

重症・救急患者用病床のみ有り  6   0  65   

術後患者用病床と   
重症・救急患者用病床有り   3  36  20  

術後患者用病床と   
ロ   

合計   15施設   
160床  

（52）  「．（85）   

1－3．小児救急医療体制の現状  

厚生労働省医政局指導は調べ  小児総合医療施設協諸会調べ   



「風塵期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会」報告書の概要  
～周産期救急医療における「安心」と「安全」の確保に向けて－  

平成21年3月4日  
厚生労触省医政局指導課  

1救急医療部門と周産期医療部門等の連携強化  

2 周産期医療対策事業の見直し  

3 救急医療・周産期医療に対する財政支援とドクターフィー   
t 局産期母子医療センターについて、診療実績を客観的  する仕組みを検討  

センターや二次救急医…の妊産婦の受入れを推進するための支援  

2．今後の課題について  4 地域におけるネットワーク  

・周産期母子医療センター等から腹鮎  児の搬送元居♯機闇専への搬送（戻り搬送）の促；  

5 医療機関等におけるリソース維持・増強  

・新生児卿 （出生1万人対25～30床を目標）  

・卿化  

・事痘心身嘲と支且   
一 人的リソースの維持t増強（適切に処遇するための医師への手当蠣に対する董嬢）  

6 救急患者搬送体制の整備  

を定めるなど、 救急点者の瑚ルを作成  
・新生児の卿  

7 搬送コーディネーター配置等による救急医痴情報システムの整備  

・空床情報の入力等を担当する医師暮減作士繍助着の尭妻  

8 地域住民の理解と協力の確保  

竜  

9 対策の効果の検証と改良サイクルの構築  

「救急医療の今様のあり方に関する検討会」中間取りまとめの概要  平成20年7月30日  
厚生労働省医政局指導妹  救急医療の充実  

主な縫管内専  

安心と希望の匿療確保ビジョン  
第三次救急医僚機朋の東夷  

鰹禽紬センターに射するホLい■価  
・求められる機能の明確化、第三者の視点・検証が可能な評価．地域特性等を勘   
案した評価項目を導入  
・交代勤推知を含む病軸掃医の労相境改善に係る評価項目を追加  
・評価結果をできる隕り川に国民へ什報提供  等  

2地1で支える臣■の推遭  
（1）触▲匿■の敬一欄の椎遭  

ア 救急医療の充実  
①t的充実  
・調主に基づく初期、二次、三次救急の更なる整備  
②質的充集  
・管制塔機能を担う医療機関の整備・人材の書成  
・医師等の交代勤株制の整備  
・地域全体の各医療増加の遭携   

咽のあり方  
・救急医慮に即するニーズの1一大等により、酬  

・緻命救急センターと同等の実碩等がある施設であれば新たに救命救急センター   
として位tづけ  

・ヘリコプター等による搬送や汀の活用も検討  等  

急性期を脱した患者を受け入れる病床の確保   
数急患者の効率的な振り分け等  

・医療機関と消防機関との遭携強化   
救急患者受入コーディネーターの配t等  

・住民との情報共有  

第二次救急医療機関の充実‘  イ 夜間・救急利用の適正化  
①国民への曹及啓発  
・夜Ⅶ救急外来の適正利用等  
②小児救急t桔相故事稟け8000）の拡充等  

1芸次明媚屁及び棚  
・地域の実相こ応じた取組を支援  
・救急医膚機関の連携を推遺しつつ、★ニ次珊艶色五泉を図る  
・全ての第二次救急医腋腋聞こついて、捗無体制や活動実練に関する調査を実  
施し、診療実績に応じた支援を検討  等  住民への普及啓発  

小児救急電話相談事業  
（＃8000）の拡充 等  

地域の医■横川が連携しつつ、救急医ホ提供体制を藍傭・充実  
救急医■を担う医師の労働環境の改善  ㌻敵意搬送たぉける課塩と円滑な受入れ推進について  

診療実績に応じた、救命救急センターや二次救急医療機関への支援の充実  
診療所医師の救急医療への参画の推進  
救急医療を担う医師に対する手当への支援  
院内トリアージを行う看護師等の配置、医師事務作業補助者の配置 等  ・ER聖救急医僚機附こついては、ます正確な実態把握を行う   

ー．」  



平成21年フ月白日  

厚生労働省医政局指導課  「玉東な小児患者に対する救急医癒体制の検討会」中間取りまとめの概要  

すべての重篤な小児救急患者が地域において必要な救命救急医療を受けられる体制について検討  

〔亘蔓亘司     一く惑                                        ：」 ＿＿               一－  l・・・・【  ！ほ        ・h一     」旦    薄茹．．＿▲＿＿⊥ニ．∵⊥＿．．一′＿「一 腹l「『 磨製小児一冊、中誓書雲型鮎                  〔∃裏口  3．予算補助事業  

平成20年8月29日  
厚生労働省医政局指導課  

r救急医療用ヘリコプターの導入促進に係る諸課題に関する検討会」報告書の概要  

「救即する特別槽t法」の成立・施行（平成 19年6月）を踏まえ、  

ドクターヘリ運航のための助成金交付事業や、ドクターヘリの全国的な配備のあり方について検討  

医師確保対策関係   
平成21年度予算  

1．助成金交付事業に関する制度のあり方  瀞   
疇】  

・法第9粂に基づく法人の登録に関する基準  

・助成金交付事業の対象  
①基盤整備に要する費用、②運航に要する費用  
③運航円滑化のための兼用、④調査研究に要する費用  

助成金交付事業に係る  
登録に関する省令を制定  
（平成20年4月施行）  

2．ドクターヘリの配備のあり方  

平成20年度予算160億円→平成21年度予算271億円  ・救命救急センターまでの岬合lこ  
は、ドクターヘリの岬（なお、人口規模は小さくとも、岬壬）  
人口瑚肘も必要  
・一般的には、同一榊は、追加配胤＝よる効果・効率性等について検証等を行った上で、段階的に進めること  
が考えられる  

「経済財政改革の基本方針2008」（平成20年6月）、「安心と希望の医療  
確保ビジョン」（平成20年6月）、「5つの安心プラン」（平成20年7月）尊を  
踏まえ、以下の事業等に約271億円の予算額を計上し、医師確保対策の  
－1の推進を図ることとしている。   

①医師派辻の推進等   

②勤務医等の勤務状況の改善・業務負撞の軽減   
③医師と書技師等の協働・連携の推進   
④臨床研♯病院儒への支捷   

・飛行範囲円に近隣県が含まれる場合、嘲肘 も必要  
他の岬  
協孟義の場の活用等が必要  

であり、医療機関と消防機関等との  

8．ドクターヘリの運用のあり方   

・ドクターヘリを配備した医療機関以外の医師を交代で搭乗させるといった卿  

・効果的・効率的な運用のためには、酬御荘し、改善に努める  
ことが重要  
一災害時のドクターヘリの運用方法について検討が必要  
・安定的に運航を維続するためには、護」脚肘が必要  



医師派遣等推進事業（平成21年度予算額＝4′164百万円）  
【主な新規予算等】   

●産科医等育成確保支援事業（新規）  2，834．807干円（し0千円）  

①産科医等確保支援事業  2．770．207千円（ 0千円）  

産科医等の処遇を改善」その確保を図るため、分娩手当等を支給する分娩取扱機関に対して   
財政支援を行う。  

（対象経費）産科医等に対する手当（分娩取扱手当）   
（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める呑※）  

※高額な分娩費用を得ている分娩取扱機関を除く。  
（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県2／3以内、市町村2／3以内、事業主封3以内）  
（積算欄価）10千円／件  
（創設年度）平成21年虔  

②産科医等育成支援事業  64，600千円（0干円〉  

臨床研修修了後の後期研修で産科を選択する者の処遇改善を行う医療機関に対して財政支援   
を行い、産科を志望する若手医師等へのインセンティプとする。  

（対象経費）産科後期研修優に対する手当（研修医手当等）  
（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、年生労働大臣が認める者）  
（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3以内、市町村1／3以内、事業主2／3以内）  
（積算眉価）1人あたり月額5万円  
（創設年度）平成21年度  

（担当課：総務課）  

婆絹  
（都道府県外′、の派遣）  地域臣凛支捷中央会旛   

（厚生労♯省）  

①♯遭府■（F■対■愴■濃〉の   

■肝m日日川帽爛   
（1か折．孔000千円）   

①諏辻先臣丘■Hの漬遭匿軒貴人   

事■鞭t   
（1か所：150千円）   

①派辻元■■廿hの遺失利益書   
（1Jらヽ所：1．2ち0千円／月）   

④北濃■軒の鶉外研■■  
（1人：2．0糾千円以内）   

く■抱れ合＞  
酋1／2、県1／2以内．事象主1／2以内  

］∃  

●救急勤務医支援事業（新規）  2，044，967千円（0千円）  

救命救急センター及び第二次救急医療機関（総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療セン  
ターを含む）に勤務する救急医（産科医、麻酔科医、新生児科医、小児科医等を含む）の処遇改善を図  
るため、休日・夜間において新た一三救急勤務医手当（宿日直手当や超過勤務手当とは別）を創設する。  ●医師派遣等推進事業（一部新規）  4，163，610千円（0千円）   

都道府県医療対策協繕会の要請を踏まえ、医師不足地域の医療機関へ医師派遣を行う医療機関を  
多数確保し、円滑に医師派遣が実施される体制を構築するため、医師派遣に関する補助制度を統合し、   

①都道府県医療対策協議会が医師派遣の調整等を行う場合に必要となる経費  
②派遣先医療機関が婦道医師を受け入れるための準備に必要となる経費  
③医師を派遣することに伴い派遣元医療機関に生じる逸失利益等  
④派遣医師が派遣後に海外研修に参加する自己研銀l＝必要となる経費   

等に対する補助事業を創設する。  

く対象経費）医師派遣調整等経費、派遣医師受入準備経費、逸失利益等、海外研修等  
く補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）   
（補助率）1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2以内、事業主1／2以内）   
（積算単価）・医師派遣調整等経費   3，000干円／1都道府県  

・派遣医師受入準備経費 1．500千円／1都道府県（各10医療機関）  
・逸失利益等（都道府県内）150．000千円／1都道府県（各10人X12月）  

（都道府県外）7．500千円／1人（61月）（10人分）  
・海外研修等経費（都道府県内〉 20，640千円／1都道府県（各10人）  

（都道府県外）2，064千円／1人（10人分）   
（創設年度）平成21年度  

（担当課：指導課）  

（対象経費） 勤務医に対する手当（救急勤務医手当）  
（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣が認める者）  
（補助率） 1／3（負担割合個1／3、都道府県2／3以内、市町村〟3以内、事業主2／3以内）  
（積算単価） 土日祝日の昼間13，570円／臥夜間18．659円／回  
（創設年度） 平成21年度  

※ 都道府県、市町村が負担しない場合でも補助が可能。  （旭当課：指導課）  

●へき地診療所等医師支援事業（新規）   136，042千円（0千円）   

へき地においては、子弟の教育環境が不足していること、交通が不便であること、過重労働であること、  
緊急対応時の負担が大きいことなどから、医師の確保が困難となっている。  

この課眉を解消するための方策として、へき地診療所等において交替制勤務等を行うための支援や医師  
のへき地勤務を容易にするための交通費の補助を行う。  

（対象経費）へき地診療所まで通勤のための交通費、子弟の通学のための交通費、週末帰宅のための交通費等   
（補助先） 都道用欄（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める看）   
（補助率） 民間：1／3（国1／3、事業者2／3）  

公的：2／3（国2／3、事業者1／3）  
沖縄：3／4（国3／4、事業者1／4）   

（積井草価）1．313千円／1か所   
（創設年度）平成21年度  

（担当課：指導課）   
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●臨床研修費等補助金（新規）  ●短時間正規雇用支援事業（新規）  1，522．831干円（0千円）  110，331干円（0干円）   

「短時間正規雇用」の導入により、勤務医の過重労働の軽減及び女性医師の出産・育児等と勤務との  
両立を可能とし、医師の離職防止・復碑支援を図り、医療機関における医師を安定的に確保するもので  

ある。  

（対象経費）代替医師雇上謝金  

（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）  
（補助率）1／3（国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  
（積算単価）5115干円／1か所  

（担当課二医事課）  

●医師事務作業補助者設置支援事業（新規）  814，625千円（0千円）  

医師の業務負担を軽減するために、書類吉己載、オーダリングシステムヘの入力などを行う医師事務作  
業補助者の設置・充実を図る。   

（対象経費）代替職員賃金  

（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者ノ   
（補助率）1／2（国1／2、都道府県1／2）  
（積算単価）2606干円／17ら、所  

（担当課：医事課）  

医師不足地域等の臨床研修病院が外部講師（指導医）を招へいするために必要な経黄等を支援す  
ることにより、課題解決を図る。  

（対象種費）外部講師謝金、旅費、宿泊費  

（補助先） 公私立大学附属病院、厚生労働大臣の指定した公私立病院  
（補助率） 定額  
（積算崖価）外部指導医経費  506千円／1か所  

（創設年度）平成21年度  

（担当課：医事課）  

救急医療対策関係   

平成21年度予算  

●協働推進研修事業（新規）  349，991干円（0千円）   

看護師等の能力の研銀のための研修の場を確保し、医師の業務負担の軽減及び看控職員等の  

専門性を発揮する機会の増大を図り、医療提供体制の充実を図るものである。  

（対象経費）謝金、旅費、需用費、役務費、備品購入費等  
（実施主体）都道府県  
（補助率）1／2（園1／2、都道府県1／2）  
（創設年産）平成21年度  

平成20年度予算100億円→平成21年度予算205億円  
（担当課：看護課）  

「軽済財政改革の基本方針2008」（平成20年6月）、「安心と希望の医療  
確保ビジョン」（平成20年6月）、「5つの安心プラン」（平成20年7月）等を  
踏まえ、以下の事業等に約205億円の予算瞳を計上し、救急医療対策の  
一層の推進を図ることとしている。  

（訃救急医療を掩う医師の支援   

②救急医薇の充実   
③管制塔機能を担う救急医療機関に対する支捷   
④ドクターヘリ導入促進■菓の充実   
⑤周産期医療の充実   

●女性医師等就労環境改善緊急対策事業（新規） 940，000千円（0千円）  

院内の就労環境の改善等について効果的な総合対策を行う医療機関を緊急的に整備し、働きや  
すい職場環境の普及に資する。  

（対象経費）夜勤・当直免除、主治医制の廃止、キャリア形成の支援、院内における就労環境改善の検討などに  

必要な栓費  
（補助先）都道府県（市町村、その他厚生労働大臣の認める者）  
（補助率）1／2（国1／2、都道府県1／2以内、事業主1／2以内）  
（積算単価）20．000千円／1か所  
（創設年度）平成21年度  

（担当課：総務課）  



【主な新鹿予算等】   

●救急勤務医支援事業（新規）  

●管制塔機能を担う救急医療機関等運営事業  5．114，234干円（0千円）   

救急患者に対し、地域全体でトリアージ（重症度、緊急性等による患者の区分）を行い、各医療機関  
の専門性の中から、病状に応じた適切な医療を提供できる医療機関又は院内の診療科へ紹介できる  
体制を整備し、救急患者の受入れ実線を踏まえた支援や、地域の診療所医師の救急医療への参画を  
促すための財政支援を行う。   

・管制塔を担う病院  
（対象経費）医師、診療補助者等の人件費、医療機器購入費等  
（捕助先） 都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  
（補助率）1／3（負担割合周1乃、都連府県1／3、事業主1／3）  
（稗貫単価）30．746干円／1施設   

・支援病院  
（対象経費）医師人件費、空床確保費  
（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  
く補助率〉 1／3（負担割合個1J3、都道府県1J3、事業主1J3〉  
（積算単価）9．966干円／1施設  
く創設年度）平成21年度   

・支援診療所  
（対象経費）医師人件費（派遣経費）  
（補助先） 都道府県（間接袖肋先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  
（補助率）1／3（負担割合周1／3、都道府県1／3、車乗主1／3）  
（積算単価）4．953千円／1施設  

（担当誅：指導課）  

2，044，967干円（0千円）   

救命救急センター及び第二次救急医僚機関（総合原産期母子医療センター、地域周産期母子医療セ  

ンターを含む）に勤務する救急医（産科医、麻酔科医、新生児科医、小児科医等を含む）の処遇改善を図  
るため、休日・夜間において新たに救急勤務医手当（宿日直手当や超過勤務手当とは別）を創設する。  

（対象抹費） 勤務医に対する手当（救急勤務医手当）  

（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣が認める者）  
く補助率） 1／封負担割合：国1乃、都道府県2／3以内、市町村2／3以内、事業主2／3以内〉  
（積算単価） 土日祝日の昼間13．570円／回、夜間18．659円／回  
（創設年度） 平成21年虔  

※ 都道府県、市町村が負担しない場合でも補助が可能。  （担当課：指導課）   

●小児初期救急センターの運営に対する支援事業（新規）26－633千円（0千円）  

軽症患者が9割を超える二次救急医僚機関への患者を小児初期救急センターで受け入れることにより  
病院勤務医の負担を軽減するなど、小児救急医療休制の確保を図る。   

（対象経費） 小児初期救急センターに派遣される診療所医師等の交通費   
（補助先）  都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）   
く補助率） 1／3（負担割合国1／3、都道府県1／3、事業主1J3）   
（積算単価） 1．700干円／1か所   
（創設年度） 平成21年度  ノ1  （担当課：指導課）  

●救命救急センター運営事業   5，069，674千円（2，771，669干円）  

（か救命救急センター（20～30床型）4，841．649千円（2，571．277千円）   

（対象経費） 医師一考護師等の確保に係る人件費、材料費等  
（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者（公立分除く））  
（補助率） 1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  
（積算単価）121．571千円・→178．995千円／1施設（30床型）  
（創設年度） 昭和51年度  

管制塔機能を担う医療機関に期待される機能  支援医療機関の機能  

○都道府県と協力し、地域において救急患者搬送が円滑に受け入れられる第二  
次救急医療体制を構築するにあたり中心的役割を担う（調整機能を有する）  

○必要に応じ、患者を処置の上、支援医療機関や救命救急センター等に紹介  

○患者の重症度に応じ、診療優先順位を決定し、対応  
ノ‾ ‾‾‾‾‥‾‾‾‾、‾‾－－ －－   

○地域の医師の応援派遣を受入れ  

○管制塔機能を担う医療機関からの  
受入要請に対応する医僚機関  

○必要に応じ、空床を確保  

○必要に応じ、管制塔機能を担う医療  
機関に医師を派遣   

②血塊救命救急センター（10床型）228，025千円（200，392千円）  

既存の救命救急センターまでのアクセスに相当の時間を要する地域に射し、出盛救命救急センター  
の設置促進を図る。   

（対象種雇）医師・看護師等の確保に係る人件費、材料費等  
（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める青く公立分陰く））  
（補助率） 1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  
（積算単価）103，648干円／1施設（10床型）  
（創設年度）平成15年度  

（担当課：指導課）  
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●周産期医療対策事業  222，526千円（171，055干円〉   

救急医療を必要とする未熟児等に対応するため、都道府県において妊婦・新生児に対する周産期  
医療システム（ネットワーク）を整備。また、医療機関相互の連携を∃引ヒするため、受入妊婦の病状に  
応じた専門病院への搬送先の調整、確保するための「母休搬送コーディネーター」を総合周産期母子  
医療センターなどに配置する。   

（対象経費）同産期協言碁会開催経費、周産期救急情報システムの改修経費、コーディネーターの人件費等  
（補助先） 都道府県  
（補助率）1／3（負担割合二国1／3、都道府県封3）（母体搬送コーテーィネ一夕ーを除〈）  

1／2（負担割合国1／2、都道府県1／2）（母体搬送コーデイトクー）  

（積算単価）母体搬送コーデイトト 29．625干円／1都道府県  
（創設年置）平成8年度  く担当課：指導課）   

●総合周産期母子医療センター運営事業  886，839千円（777，556千円）   

周産期にある妊婦のうち、特に危険度の高い者を対象とし、出産前後の母体及び胎児、新生児の  
一貫した管理を行う施設（総合席産期母子医療センター）に対する運営費の補助。また、妊婦搬送の  
受入の促進を図るため、近隣の開業医等から医師等の協力を得て、夜間、祝日等の勤務する場合、  
その医師等に対して謝金を支給する。  

●救急医療支援センター運営事業（新規）  108，595干円（ 0千円）  

モデル事業として、救急医僚機関において、特に緊急的な措置が必要な脳卒中や循環器疾患につい  
て、小児科を含む専門医が3人体制で休日・夜間に常駐する救急医療支援センターを設置し、遠隔画像  

診断等による診断・治療の支援を図る。  

（対象経費）医師の人件費等  
（補助先） 厚生労働大臣が認める者  
（補助率） 定額  
（橋井崖価）108．595干円／1施設  
（創設年度）平成Zl年度  （担当課：指導課）  

●救急医療トレーニングセンター運営事業（新規）  89，798干円（0千円）  

全国2ケ所の医療機関を「枚急医療トレーニンゲセンター（仮称）」として指定し、後期臨床研修生を対  
象とした充実した研修を行うことにより、救急医療に関する基礎技術の底上げを図りつつ、救急全般に  
対応できる専門医の基礎能力育成を行うことにより救急医療を担う人材の確保を図る。  

（対象経費）医師の人件費等   
（補助先） 指定医療機関   
（補助率） 1／之（負担割合個1／2、指定医療後閑1／2）  
（積算単価）89，798千円／1施設  
（創設年度）平成21年度  

（担当課二指導課）  

（対象経費）医師等の確保に係る人件費、材料費等  
（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者）  
（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  
（積算単価）70．603干円（MFJCU12床）／1旦、所  

（創設年度）平成8年度  （担当課：指導課）  

●地域周産期母子医療センター運営事業（新規） 142，285千円（0千円）   

地域において、出産前後の母体及び胎児、新生児の一貫した管理を行う比較的高度な医療を提供  
する施設（地域周産期母子医療センター）に対する運営費の補助。また、妊婦搬送の受入の促進を鼠  
るため、近隣の開業医等から医師等の協力を得て、夜間、祝日等の勤務する場合、その医師等に対し  
て謝金を支給する。   

（対象経費）医師等の確保に係る人件費、材料費等   
（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の言忍める者）  
（補助率）1／3（負担割合周1／3、都道府県1／3、専業者1／3）  
（積算単価）41，551千円（MF】CU6床）／1か所   
（創設年度）平成21年度  

●ドクターヘリ導入促進事業  2，014，080干円（1，358．632千円）  

（運営か所数の追加による増）   

救命率の向上及び広域患者搬送を目的として、救急患者に早期に治療を開始するとともに、医療機関  
へ迅速に搬送するドクターヘリ（医師が同乗する救急専用ヘリコプター）を救命救急センターに配備する。  

（対象経費）運航経費（委託費）、搭乗医師等確保経費、運航調整委鼻会経費   
（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣の言忍める者〉   
（補助率〉 1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）   
（積算毘価）167．840千円／1か所   
（創設年夜）平成13年度   
（導入か所）（実施状況：平成21年3月現在）  

北海道、福島県、群馬県、千葉県、埼玉県、神奈川県、長野県、静岡県、愛知県、大阪府、和歌山県、  
岡山県、福岡県、長崎県、沖縄県（20年度予定二青森県）  

（担当課：指導課）  

●ドクターヘリ夜間搬送モデル事業（新規）  51，499千円（ 0千円）  

既存のドクターヘリ導入促進事業をベースとして、夜間も運航するための体制を確保する場合に必要  

な経費を補助する。  

（担当課こ指導課）   

737．516千円（737．516干円）   ●産科医療機関確保事業  

分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえて、当面、病院の集約化が田難な地域において、  
分娩可能な産科医療機関を確保する観点から、一機関あたりの分娩件数が少ない産科医療機関に対し  
て、経営の安定化を図るための支援を行う必要がある。このため、産科医療機関に対して、運営費等の  
補助を行う。   

（対象経費） 産科医療機関に勤務する医療従事者の人件費、医師等の休日代替要員雇上経費  
（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  
（補助率） 1／2（負担割合：園1／2、都道府県1／2）  
（基準単価） 22．810干円（分娩取扱機関年間9月以上）／1か所  
（創設年度） 平成20年度  

（担当課：指導課）  
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（対象経費）運航権貴（委託費）、搭乗医師等確保経費、照明捜器設置費  
（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣の認める者）  
（補助率） 1／2（負担割合周1／2、都道府県1／2）  
（積算増価）51，499千円／1か所  
（創設年度）平成21年度  （担当課：指導課）  



○小児政急医療体制の充実  737百万円  
①小児救急電話相談事業（平成16年鹿～）  52帽万円   

地域の小児科医により夜間における小児患者の保護者等向けの電話相談体制を整備し、地域の   
小児救急医療体制の補強を推進する。（全国同一短縮番号（＃8000）で実施することにより、どこ   
でも患者の症状に応じた適切な医療が受けられる。）  

②小児救急地域医師研修事業（平成16年度～）  26百万円   
地域の内科医等を対象に小児救急に関する研修を実施し、地域の小児救急医療体制の補強及び   
質の向上を図る。  

③救急医療専門領域医師研修事業（平成20年度～）  83百万円   
入院を要する救急医療を担う医療機関等において診療を行う医師を対象に、脳卒中・急性心筋梗   
塞り小児赦計重症外傷等に対する専門的な救急医療に対応する研修を救命救急センター等にお   
いて実施する。   

④小児朴産利達携病院等協力体制促進事業（平成19年度～）  64百万円   
集約化・重点化を実施する地域において、拠点病院とのネットワーク化を進めるため、小児科・産   
科の病床を削減し、医療機能の変更（他科病床、他の診療機能など）を行う連携病院等を対象に   
経過的な支援を行う。   

⑤小児救急遠隔医療設備整備事業（平成16年度～）   
汀を活用し、小児救急患者の肉眼的映像、病理画像、X線画優等を小児科専門医の所在する医療   
機関に伝送し、診療支援を受けるための設備整備。   
（医療提供体制推進事業費補助金〔設備整備費〕の事項）  

⑥小児科・産科連携病院等病床転換施訃設備事案（平成19年虔～）   
集約化・重点化を実施する地域において、拠点病院とのネットワーク化を進めるため、連携病院等   
を対象に小児科・産科の病床を削減し、医療機能の変更（他科病床、他の診療機能など）に伴う整   
備黄を助成する。   
（医療提供体制推進事業費補助金〔設備整備費〕及び医療提供体制施設整備交付金の事項）  

●産科医療機関殻儒整備事業  420，641千円（420，641千円）   

分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえて、当面、病院の集約化が困難な地域において、  
分娩可能な産科医療機関を確保する観点から、一機関あたりの分娩件数が少ない産科医療機関に対し  
て、産科医療機関として必要な医療機器の整備を実施する。（医療施設等設備整備費補助金の事項）   

（対象経費）産科医療機関として必要な医療楓器購入費（分娩台、超音波診断装置、分娩監視装置等）  
（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が放める者）  
（補助率） 1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  
（基準単価） B．673干円／1か所  
（創設年度） 平成20年度  

（担当課：指導課）  

●産科医療機関施設整備事業  91，831千円（91，831千円）   

分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえて、当面、病院の集約化が困難な地域において、  
分娩可能な産科医療機関を確保する観点から、一機関あたりの分娩件数が少ない産科医療機関に対し  
て、分娩室の増改築整備等を実施する。（医療施設等施設整備費補助金の事項）   

（対象経費） 分娩室、病室等の増改築等に要する工事費又はエ事請負黄  
（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  
（補助率） 1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  
（積算単価）分娩室、病室等 4．950干円／1か所 妊産婦寄宿泊施設14，728干円／1か所  
（創設年度）平成20年度  

（担当課：指導課）  
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3，069百万円  

2，332百万円  ○小児救急医療（初期～三次）体制の整備  

① 小児初期救急センターの運営に対する支援事業（平成21年度新規）   
小児の急患を受け入れる小児初期救急センターの運営に対する財政支援を行う。  

27百万円  

②小児救急医療支援事業（平成11年度～）  1．291百万円   

二次医療圏内の小児科を操楕する病院において実施する当番制等休日・夜間の体制を充実する。   

③小児救急医療拠点病院運営事業（平成14年度～）  866百万円   

二次医療圏単位での小児救急医療体制の確保が困難な地域において、広域（原則複数の二次医   
療圏）を対象にした小児救急医療拠点病院の充実を図る。   

④小児救急専門病床確保事業（平成18年度～）  149百万円   
既存の救命救急センターに小児専門集中治療室を整備し、重篤な小児救急患者を受け入れる体   
制を整備充実する。   

（9小児救急専門病床施設・設備整備事業（平成18年度～）   
救命救急センターにおける小児専門集中治療室の施設及び専用の医療機器の整備を行う。   
（医療提供体制推進事業費補助金〔設備整備費〕及び医療提供体制施設整備交付金の事項）   

⑥小児初期救急センター施設・設備整備事業（平成19年度～）   
小児の急患を受け入れる小児初期救急センターの施設及び医療機器等の整備を行う。   
（医療提供体制推進事業費補助金〔設備整備費〕及び医療提供体制施設整備交付金の事項の追加）  

平成20年度第一次補正予箕、第二次補正予算   
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●管制塔機能を担う政急医療機関に対する支援事業  582．534干円   

救急患者に射し、地域全体でトリアージ（重症度、緊急性等による患者の区分）を行い、院内の各診療  

科だけでなく、地域全体の各医療機関の専門性の中から、病状に応じた適切な医療を提供できる医療機  
関又は院内の診療科へ効率的に振り分ける体制の整備を図る。  

【第一次補正】   

●医師派遣緊急促進事業  5，921，875千円  

都道府県医療対策協議会の派遣調整に基づき、医師派逮を行う医師派遣協力医療機関（派遣元医療  
機関）が、医師を派遣することによる過失利益に対して、それに相当する額を助成する。  

（対象経費） 医師を派遣することによる逸失利益に相当する経費  
（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  
（補助率） 県内派遣：1／2（国1／2、都道府県1／4、事業主1／4）  

緊急臨時的医師派遣：3／4（国3／4．都道府県1／4）  

（積算単価）1．250千円／月  
（建当課：指導課）  

管制塔を担う病院  
（対象経費）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

支援病院  
（対象経費〉  

（補助先）  

（補助率）  

（積算堵価）  

医師等の人件費  
都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  
1／3（負担割合二国1／3、都道府県1／3、事業主1／3〕  

22．779干円／1施設  

医師人件貴、空床確保費  
都道府県（間接補助先二市町村、その他厚生労働大臣が詑める者）  
1／3（負担割合．国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  

9，966干円／1施設  

（担当課：指導課）   

●基幹災害医療センター施設整備事業、地域災害医療センター施設整備事業医  

療提供体制施設整備交付金  10，733，050千円の内数  

医療施設の耐震化を一層促進するため、医療提供体制施設整備交付金の事項のうち、基幹災害医  
療センター施設整備事業及び地域災害医療センター施設整備事業の調整率の嵩上げを行う。  

●医師事務作業補助者設置事業  678，854千円   

医師の業務負担を軽減するために、書類記載、オーダリングシステムへの入力などを行う医師事掛乍  
某補助者の設置・充実を図る。  

（対象経費） 代替隠見賃金  
（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）  
（補助率） 1／2（園1／2、都道府県1／2）  
（稗算崖価） 2172千円／1か所  （対象経費）耐震化工事糞  

（補助先）都道府県（間搾補助先：厚生労働大臣が認める者（公立除く）  
（調整率） 0．33 → 0 50  
（基準額）2，300∩†×32．700円＝75】210千円  

（担当王果：医事課）  

（担当課：指導課）  

【第二次補正】   

●緊急ヘリポート施散整備事礫   ●短時間正規雇用支援事業   466，115千円  1，101，119千円  

「短時間正規雇用」の導入により、勤務医の過重労働の軽減及び女性医師の出産・育児等と勤務との  
両立を可能とし、医師の離職防止・復職支援を図り、医療機関における医師を安定的に確保する。  

（対象経費）代替医師雇上謝金   
（紳助先）都道府県（間接補助先1市町村，厚生労働大臣の認める者）   
（補助率）1／3（国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）   
（積算単価）2。130干円／1か所  

（担当課：医事課）  

ドクターヘリを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減等に果たす役割の重要性に鑑み、ドク  
ターヘリを用いた救急医療の全国的な確保を図るため、管制塔機能を担う医療機関にへt」ポートを設置  
する場合に必要な費用を助成。  

（対象経費）ヘリポート設置工事費  
（補㌧助先）都道府県（間接補助先二市町村、厚生労働大臣が認める者）  
（補助率）1／3（国1／3、事業主2／3）  
（積算単価）36．909干円／1か所  

（担当課：指導課）  

●病院内保育所施設整備事業  156，021干円   
●災書派遣医療チーム体制股傭整備車業  1，114，633千円   

女性医師及び看講鞍点等の離職の防止・復職支援のため、病院内保育所の保育環境の改善を図るた  
めの病院内保育所の改築工事に対し、必要な費用の一部を助成する。  

（対象経費）老朽化等の病院内保育所の増改築に要する工事糞、エ事請負責   
（対象か所数）53か所   
（補助先）都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者（自治休立の病院・診療所を除く）   
（補助率）1／3（国1／3、事業者2／3）   
（積算単価）収容定員（上限30人）×5∩イ×基準単価  

（例：20人メ5nイ×145．700円＝14．570千円）  

（担当課：看護諜）  

災害時の初期対応を行う災害派遣医療チーム（DMAT）が携行する通信装置及び災害時の救急医療  
に必要となる資機材の整備に必要な費用を助成。  

（対象種費）医療機器購入費等  
（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める看）  
（補助率）1／2（国1／2、都道府県1／2）  
（積算単価）6，227千円／1か所  

（担当課：指導抹）   
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●看護師等協働推進研♯モデル事彙  101，760千円   

看護師等が専門性を発拝する機会の増大を図るため、医師と看護師等の協働を推進する効果的・効  
率的な研修方法及び連携方法等に関するモデル研修の実施に必要な経費を助成する。  

（対象経費）講師謝金、旅費、印刷製本黄、備品購入費、消耗品辛  
（補助先） 医療機関  
（補助率） 定 額  
（積算単価） 5．088千円／1か所  

（担当課：春江課）  

○ 計画の対象地域は、ニ次医療圏が基本。ただし、周辺  
の地域を含めるなど、柔軟な設定が可能。   

○ 複数年度（25年度末まで）にわたる取組を支援。  
※ 施設整備については25年度末までに着工すれば可。   

○ 県ごとに、地域の実情に応じて、自由に事業を決定。  
・施設・設備整備費、運営費ともに使用可能。  
■ 県全体で実施した方が効果的な事業（医師確保事業   

等）は、県全体を対象として実施することも可能。  

01地域につき100億円（10箇所以  
内）又は30億円を上限に分配。   

○ 補助率は設定しておらず、県に  
一律に新たな負担は求めない。   

○ 新規・拡充ならば、国庫補助事  
業の地方負担分への充当も可能。  
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